
 

 

 
犯罪被害者等支援における「多機関ワンストップサービス」 

を開始します 

 

和歌山県では犯罪被害者等が直面する精神的・身体的・経済的負担の軽減を 

図るため、警察、行政、民間支援団体などの関係機関のいずれかに相談すれば、

必要な支援が複数の機関等から一元的に途切れなく提供される「多機関ワンスト

ップサービス」を開始します。 

記 

１ 概 要  

（１）総合的対応窓口への情報提供 

警察等の最初に相談を受理した機関は、複数の機関・団体等による制度・サ

ービスを提供する必要性が考えられる場合、和歌山県犯罪被害者等総合的対応

窓口（(公社)紀の国被害者支援センター）へ配置されている「犯罪被害者等支

援コーディネーター」へ情報提供を行います。 

 

（２）コーディネーターによる支援 

犯罪被害者等支援コーディネーターが、犯罪被害者等のニーズの把握や支援

計画の立案等を行います。 

 

（３）支援調整会議の開催 

県が事務局となり、支援計画に係る関係機関等が参加する「支援調整会議」

を開催し、支援計画を決定するとともに、犯罪被害者等が必要な支援を円滑に

受けられるよう調整します。 

 

（４）支援の提供 

関係機関等が支援計画に基づき支援を提供し、コーディネーターが進捗状況

を確認することにより、途切れない支援を行います。 

 

２ 開始日 令和８年４月１日(水) 
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